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北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び北九州市会計年度

任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

令和４年９月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第３９号 

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び北九州 

市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇 

等に関する規則の一部を改正する規則 

（北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８年北

九州市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３の７の項中「出産後」を「当該出産の日後」に改め、「（以下「

産前産後期間」という。）」を削り、同表の９の項中「一の産前産後期間」

を「出産の予定日以前８週間目（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間目）

に当たる日から当該出産の日以後１年目に当たる日までの期間」に改める。 

（北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等 

に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休 

 暇等に関する規則（令和元年北九州市規則第３７号）の一部を次のように改 

 正する。 

別表第３の６の項中「出産後」を「当該出産の日後」に改め、「（以下「

産前産後期間」という。）」を削り、同表の８の項中「一の産前産後期間」

を「出産の予定日以前６週間目（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間目）

に当たる日から当該出産の日以後１年目に当たる日までの期間」に改める。 

付 則 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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北九州市告示第３９３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、令和４年度北九州市環境教育副読本の売払代金の収納事務を次のとおり委託

した。 

  令和４年９月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

タカミヤ・里山・エッ

クス共同事業体 代表

者 関 宣昭 

北九州市八幡東区東田

二丁目５番７号 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第６６２号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和４年９月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ホームプラザナフコ星ケ丘店 

  北九州市八幡西区星ヶ丘二丁目１番地１０１ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

 （１） 株式会社ナフコ 

北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号 

   代表取締役 石田卓巳 

 （２） 株式会社ドラッグストアモリ 

   福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地１ 

   代表取締役 森  信 

３ 変更する事項 

  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 （１） 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

ア 変更前 小売業者１ 午前７時から午後１０時まで 

 小売業者２ 午前７時から午後１０時半まで 

イ 変更後 小売業者１ 午前７時から午後１０時まで 

 小売業者２ ２４時間 

（２） 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

ア 変更前 午前６時半から午後１１時まで 

イ 変更後 ２４時間 

４ 変更する年月日 

  令和４年９月２０日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 
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令和４年９月２０日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

  北九州市八幡西区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

   この公告の日から令和５年１月３０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和４

年１２月２９日から令和５年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分

から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和５年１月３０日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第６６４号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和４年９月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和４年９月２９日 第７５５２０５号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北九州市小倉南区重住一丁目１０８

９番８、１０８９番９及び１０８９

番１０並びに里道の一部 

１．８９ ４．００
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北九州市公告第６６５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基

づく道路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市

規則第７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和４年９月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和４年９月２９日 第１号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市八幡西区若葉三丁目７８５

番１ 
５．００ １６．７９
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北九州市上下水道局管理規程第４号 

 北九州市上下水道局職員就業規則の一部を改正する規程を次のように定める

。 

令和４年９月２９日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

北九州市上下水道局職員就業規則の一部を改正する規程 

 北九州市上下水道局職員就業規則（昭和３９年北九州市水道局管理規程第８

号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の７の項中「出産後」を「当該出産の日後」に改め、「（以下「産

前産後期間」という。）」を削り、同表の９の項中「一の産前産後期間」を「

出産の予定日以前８週間目（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間目）に当た

る日から当該出産の日以後１年目に当たる日までの期間」に改める。 

   付 則 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 
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北九州市交通局管理規程第７号

北九州市交通局就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和４年９月２９日

                 北九州市交通局長 福 本 啓 二

北九州市交通局就業規程の一部を改正する規程

 北九州市交通局就業規程（昭和３９年北九州市交通局管理規程第９号）の一

部を次のように改正する。

 別表第２の７の項中「出産後」を「当該出産の日後」に改め、「（以下「産

前産後期間」という。）」を削り、同表の９の項中「一の産前産後期間」を「

出産の予定日以前８週間目（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間目）に当た

る日から当該出産の日以後１年目に当たる日までの期間」に改める。 

付 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 
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